
問い合わせ　こぶしの湯あつま ☎26-7126

1月1日(日)…入浴 ▽10時～18時　レストラン ▽休業
1月2日(月)・1月3日(火)…入浴 ▽10時～20時　レストラン ▽11時30分～14時、17時～19時30分

年始の
営業

イベントカレンダー 1月
毎週日曜▷ちびっこデー：小学生はサービス券2枚
毎週月曜▷�シルバーデー：65歳以上はあつまるカード 

ポイント３倍
毎週火曜▷メンズデー：男性はサービス券2枚
毎週水曜▷�高齢者無料入浴券の日：町交付の無料入浴券ご

利用でヘルシーセットが750円→550円
毎週木曜▷レディースデー：女性はサービス券2枚
最終金曜▷�町民の日：誕生月の町民はレストラン利用で入

浴無料
毎月26日▷�風呂の日：あつまるカードポイント3倍、サービ

ス券2枚
・�２と６のつく日はあつまるカードポイント3倍
・�５のつく日は町交付の無料券利用であつまるカードポイ
ント５倍

日 月 火 水 木 金 土
1 ２ 3倍 3 4 5 6 3倍 7

メンズ 高齢者券 レディース
8 ９ 10 11 12 3倍 13 2倍 14
ちびっこ シルバー メンズ 高齢者券 レディース
15 16 3倍 17 18 19 20 21
ちびっこ シルバー メンズ 高齢者券 レディース  
22 3倍 23 24 25 2倍 26 3倍 27 28
ちびっこ シルバー メンズ 高齢者券 風呂の日 町民の日
29 30 31
ちびっこ シルバー メンズ

〔新規入園園児〕
①支給認定申請書兼こども園利用申込書
②就労証明書など（２号・3号認定の場合）
③アレルギーに関する調査票
・各書類はこども園でも配布しています。町ホームページからもダウンロードできます。
・上記以外にも書類の提出が必要になる場合があります。

〔継続利用園児〕
①現況届
②就労証明書など（２号・3号認定の場合）

こども園を利用するには、支給認定の申請が必要です。
認定区分によって内容や利用できる時間が異なります。

令和５年 1 月 13 日（金）まで

認定について

募 集 期 間

申 し 込 み
問い合わせ

※支給認定証の交付および入園決定通知は令和５年2月中旬に送付予定です。
※園児の面談および入園説明会などは入園決定後に各こども園で行います。
※令和４年度から継続して利用する場合の提出書類は各こども園から配布します。

住民課 子育て支援グループ（総合ケアセンターゆくり内）☎ 26–7872
（上厚真支所と各こども園でも申し込み書類を受け付けます）

右記の「保育の必要な事由」
に保護者全員が該当すると
認められる場合に、保育（２
号・３号認定）を受けること
ができます。また、事由によ
り保育の必要量（利用できる
時間）が判定されます。

保育の必要な事由と
保育の必要量について

保育の必要な事由 標準時間認定 短時間認定
①月に48時間以上の就労 〇 〇
②妊娠中・出産後間もない 〇
③疾病・負傷・障がいを有している 〇
④同居の親族（長期間入院等を含む）の介護・監護 〇 〇
⑤震災・風水害・火災その他の災害の復旧 〇
⑥継続的な求職活動・起業の準備 〇
⑦就学・職業訓練等 〇 〇
⑧児童虐待・ＤＶ 〇
⑨ 育児休業中で、すでに保育を利用している子がいて継

続利用が必要な場合（下の子が２歳になる月の末日まで） 〇

提 出 書 類

令和５年度の園児を募集しますこども園つみき 宮の森こども園

教 育 保 育
1号認定 ２号認定 3号認定

◦満３歳以上
◦教育を希望する場合

◦満３歳以上
◦ 「保育の必要な事由」に該当し保育を

希望する場合

◦生後６カ月以上満３歳未満
◦ 「保育の必要な事由」に該当し保育を

希望する場合

教育標準時間認定
教育時間：8時45分～13時

「保育の必要な事由」に要する時間が１日あたり８時間以上
保育標準時間認定　保育時間：8時～18時

「保育の必要な事由」に要する時間が１日あたり４時間以上８時間まで
保育短時間認定　　保育時間：8時30分～16時30分
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